
告 示

�愛媛県告示第２７５号
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成２０年愛媛県

条例第１５号）第２６条第１項の規定に基づき、愛媛県特定希少野生動

植物トキワバイカツツジ保護管理事業計画を定めたので、その概要

を次のとおり告示する。

愛媛県特定希少野生動植物トキワバイカツツジ保護管理事業計画

の写しは、愛媛県県民環境部環境局自然保護課並びに各地方局総務

企画部総務県民課及び支局総務県民室において供覧する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保護管理事業計画の基本方針

トキワバイカツツジの生育状況をモニタリングにより把握し、

その生育環境の維持及び改善を図るとともに、違法採取等の防止

対策の強化を図ることにより、トキワバイカツツジが野生下で安

定的に生育することができる環境を保全することを基本方針とす

る。

２ 保護管理事業の目標

トキワバイカツツジの生育地及び生育環境の確保

３ 保護管理事業の区域

宇和島市におけるトキワバイカツツジが自生する区域

４ 保護管理事業の推進内容

� モニタリング調査の実施

トキワバイカツツジの分布状況、生育地の環境の変化等につ

いてモニタリング調査を継続的に行い、情報の収集及び解析を

行う。

生育状況又は生育環境に著しい変化が認められる場合は、そ

の原因を明らかにした上で対策を講じる。

� 望ましい生育条件の維持

トキワバイカツツジの安定した世代交代のため、生育に適し

た環境に改善するなど、トキワバイカツツジを取り巻く環境全

体を良好な状態に保つ。

� 増殖技術の確立と生息域外保全

トキワバイカツツジの個体数が大幅に減少する事態に備えて、

県内の研究機関等と連携して、トキワバイカツツジの増殖技術

の研究及び技術の開発を推進する。また、トキワバイカツツジ

の生育環境が著しく悪化することが懸念される場合は、必要に

応じて生息域外保全にも取り組む。

� 関係機関等と事業者等との情報共有

トキワバイカツツジの生育地及びその近隣地域において関係

機関及び開発等を行う事業者との情報共有を図り、開発又は自

生地の改変による環境変化が生じる場合には、生育環境の保全
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に配慮した調整を行う。

� 条例の順守による保護対策

特定希少野生動植物の違法採取等の禁止についてパンフレッ

トの配布等による意識啓発に努めるとともに、生育地の監視を

強化する。

� 県民等に対する啓発活動

広く県民に対し、トキワバイカツツジの希少性及び重要性を

周知するため、パンフレット等の配布、観察会の開催等の啓発

活動を行う。

５ 保護管理事業の推進体制

関係者及び関係機関との連携協力体制を整備し、継続して調査

及び保護活動を実施し、併せて保護管理団体の育成及び支援を行

いながら、トキワバイカツツジの保護管理活動を推進する。

�������
�愛媛県告示第２７６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第２７７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第２７８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第２７９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第２８０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス川之江店

四国中央市妻鳥町１６９０－１ 外９筆

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 横山 英昭

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 横山 英昭

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年１１月２３日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６５３．３５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５７台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

２７．０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９．００立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

公立学校共済組
合四国中央病院 四国中央市川之江町２２３３ 公立学校共済組

合
平成３４年
３月２５日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西予市立野村病
院

西予市野村町野村９号５３
番地 西 予 市

平成３４年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

平成脳神経外科
病院

松山市北井門二丁目７番
２８号

医療法人松山平
成会

平成３４年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

社会医療法人石
川記念会ＨＩＴ
Ｏ病院

四国中央市上分町７８８番
地１

社会医療法人石
川記念会

平成３４年
３月３１日
まで

独立行政法人労
働者健康安全機
構愛媛労災病院

新居浜市南小松原町１３番
２７号

独立行政法人労
働者健康安全機
構

平成３４年
３月３１日
まで

愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川４５４ 国立大学法人愛

媛大学
平成３４年
３月３１日
まで

独立行政法人国
立病院機構愛媛
医療センター

東温市横河原３６６番地 独立行政法人国
立病院機構

平成３４年
３月３１日
まで

愛媛県立南宇和
病院

南宇和郡愛南町城辺甲２４
３３番地１ 愛 媛 県

平成３４年
３月３１日
まで

愛 媛 県 報平成３１年４月２日 第３０６５号

２９６
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イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成３１年３月２２日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第２８２号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１８号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を、

平成３１年４月１日次のとおり定めた。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８１号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

�・� 省略

� 環境林整備事業の被害森林整備にあつては、次に掲げる者

ア 市町（その所有する森林で事業を実施する者又は森林所有

者と協定を締結した者に限る。）

イ 森林所有者（地方公共団体と協定を締結して被害木の伐採

若しくは除去又は植栽の事業を実施する者に限る。）

ウ 次に掲げる者であつて、地方公共団体及び森林所有者と協

定を締結したもの（その所有する森林で事業を実施する者を

除く。）

� 森林組合等

� 森林整備法人等

� 特定非営利活動法人等

� 森林経営計画策定者（森林経営計画の対象森林を含む林

班内に存する森林において事業を実施する者に限る。次号

において同じ。）

�～� 省略

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

�・� 省略

� 環境林整備事業の被害森林整備にあつては、次に掲げる者

（その所有する森林で施業を行う者（市町を除く。）を除き、

市町にあつては森林所有者と、市町以外の事業主体にあつては

地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した者に限る。）

ア 市町

イ 森林組合等

ウ 森林整備法人等

エ 特定非営利活動法人等

オ 森林経営計画策定者（森林経営計画の対象森林を含む林班

内に存する森林において事業を実施する者に限る。次号にお

いて同じ。）

�～� 省略

愛 媛 県 報平成３１年４月２日 第３０６５号
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１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を

成す内水面

３ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

４ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池並びに二級河川崩口川水系崩

口川及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと

連接して一体を成す内水面

５ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

６ 鹿野川ダムから下流の一級河川肱川水系肱川の本支流及びこれ

と連接して一体を成す内水面

７ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

８ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

９ 宇和島市の二級河川本谷川水系本谷川の本支流及びこれと連接

して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第２８３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成３１年４月２日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０番

代表者 上島町長 宮脇 馨

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１８５番５

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施工区域

� 埋立区域

ア 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島２８００番３の地先公有水面

イ 区域

次の１点から１３点を結ぶ線と１３点から１点を結ぶ公有水面

との境界線（平成２９年秋分の日 満潮位 Ｄ．Ｌ．４．０５ｍに

て決定）により囲まれた区域

基点（国土地理院「高側」四等三角点、越智郡弓削町大字

佐島字高側甲６９０番地）は、北緯３４度１５分１７．７４７０秒、東経１３

３度１１分３１．２９７３秒の地点

１点は、基点から真北１０７度１０分１１秒、４７２．２５メートルの

地点

２点は、１点から真北２１３度００分４３秒、３．５８メートルの地

点

３点は、２点から真北２０９度３２分２１秒、４．４６メートルの地

点

４点は、３点から真北２０４度４１分０４秒、４．３２メートルの地

点

５点は、４点から真北１９８度１９分３４秒、４．３３メートルの地

点

６点は、５点から真北１９３度０７分０２秒、１．６５メートルの地

点

７点は、６点から真北１８９度０４分２６秒、３．３２メートルの地

点

８点は、７点から真北１８４度４６分５５秒、２．６２メートルの地

点

９点は、８点から真北１８１度２０分０３秒、３．２２メートルの地

点

１０点は、９点から真北８８度５１分１５秒、１．００メートルの地点

１１点は、１０点から真北１７８度３９分４８秒、２．４０メートルの地

点

１２点は、１１点から真北２６８度５４分４１秒、１．００メートルの地

点

１３点は、１２点から真北１７６度５１分１７秒、１．８４メートルの地

点

ウ 面積

３９．７８平方メートル

� 埋立てに関する工事の施工区域

ア 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島２７５６番から２８００番３の地先公

有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＦ点を順次直線で結んだ線並びにＦ点とＡ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「高側」四等三角点、越智郡弓削町大字

佐島字高側甲６９０番地）は、北緯３４度１５分１７．７４７０秒、東経１３

３度１１分３１．２９７３秒

Ａ点は、基点から真北１０４度３８分４２秒、４７２．６０メートルの

地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１０５度１０分１９秒、４９．６９メートルの地

点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１９５度１０分２０秒、７２．３８メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２８５度１０分１９秒、４５．２３メートルの地

点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３４２度４１分４４秒、２２．６０メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北３度０１分５０秒、２０．３７メートルの地

点

ウ 面積

４，０２２．４７平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 １７．６３平方メートル

護岸用地 ２２．１５平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成３１年４月２日

�������
�愛媛県告示第２８４号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

愛 媛 県 報平成３１年４月２日 第３０６５号

２９８
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において縦覧に供する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

大�保（追加）
急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成７年１０月愛媛県告示第１３２３号）

大�保の項で指定した標柱４号から標柱１号までを順次結んだ線、
標柱１号と次に掲げる地番の土地に存する標柱７号から標柱１０号ま

でを順次結んだ線及び標柱１０号と標柱４号を結んだ線に囲まれた区

域

�愛媛県告示第２８５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（登記所備付地図作成作業に伴う基準点

設置作業）

２ 作業期間 平成３０年１１月５日から

平成３１年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市道後地区（松山市道後姫塚、石手一丁目か

ら五丁目まで（二丁目の一部を除く））

�愛媛県告示第２８６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３１年４月２日

愛媛県中予地方局長 尾 崎 幸 朗

�愛媛県告示第２８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

市 町 地 番 標 柱

松山市 津和地 ６０８番２ ７号

６４１番 ８号

６３６番 ９号、１０号

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第２９号

平成３１年３月１３日
伊予市上三谷字郷口甲１８８７番１

伊予市上三谷甲４２１７番地３

森 川 裕 生

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町笠方２８９２番２から

同町笠方２８３０番地先まで
旧 ４．９～１６．６ ０．１７４

上浮穴郡�万高原町笠方２８９２番２から

同町笠方２８３０番１まで
新 １０．３～２７．９ ０．１７４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合�万線

上浮穴郡�万高原町菅生３番耕地１１６番４から
同町菅生２番耕地４５番１まで

及 び
上浮穴郡�万高原町菅生３番耕地４３６番２から
同町菅生２番耕地４５番１まで

旧 ８．０～７７．３ ０．７７０

旧 ４．８～９６．０ １．４２０

上浮穴郡�万高原町菅生３番耕地１１６番４から

同町菅生２番耕地４５番１まで
新 ８．０～２７．６ ０．７７０

愛 媛 県 報平成３１年４月２日 第３０６５号

２９９
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�公 告

次のとおり企画提案書の提出を招請する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

原子力災害時における携帯電話通信網を活用したドローン実

証実験業務

� 業務内容

原子力災害時における携帯電話通信網を活用したドローン実

証実験業務公募型プロポーザル手続等に関する説明書（以下

「説明書」という。）による。

� 履行期間

契約締結の日から平成３２年３月１９日まで

２ 参加資格及び評価項目

� 企画提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９年度から平成３１年度までの製造の

請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、

かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事

項に該当するもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第

１項各号のいずれにも該当しない者であること。

イ 参加表明書の受領の期限の日から企画提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規

定による更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定による破産手続開始の申立て又は会社法（平成１７

年法律第８６号）の規定による特別清算開始の申立てがなされ

ていないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会

社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を

除く。）。

エ 企画提案書の受領の期限の日前６か月間において、振り出

�愛媛県告示第２８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字吉野２１６３番４から

同大字１７４番２まで

旧 ５．２～３９．０
１０．５～５１．０

１．６７９
１．１０６

新 １０．５～５１．０ １．１０６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町大浦乙４番４から

同町大浦乙４番４まで

旧 ５．８～６．０ ０．１８０

新 ８．３～８．９ ０．１８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町大浦乙４番４から

同町大浦乙４番４まで
平成３１年４月２日

愛 媛 県 報平成３１年４月２日 第３０６５号

３００



した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止さ

れていないこと。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは当

該暴力団員が役員となっている法人その他の団体又はこれら

の者の利益となる活動を行う者でないこと（アに該当する者

を除く。）。

カ ドローンの携帯無線通信利用に係る電波法施行規則（昭和

２５年電波監理委員会規則第１４号）第４条第１項第２３号に規定

する実用化試験局の免許の取得が可能な者であること（協力

企業において当該免許の取得が可能な場合を含む。）。

� 企画提案書を特定するための評価項目

ア 業務の実施体制

１で示した業務と同種若しくは類似の業務の実績又は当該

業務に類する実証実験の運営若しくは当該実証実験への参画

の実績、配置予定管理技術者の資格及び実績並びに実施体制

イ 事業内容

電波環境調査方法、モデルルートの選定方法、実証実験の

実施方法、試験機体及び搭載機材の性能、運航管理システム

及び映像収集配信システムの性能並びに３Ｄ地形データの作

成の妥当性

ウ 業務計画

スケジュール及び進捗管理の妥当性

エ 追加提案

追加的な実証内容、新たな技術等の追加提案の妥当性

オ 実証実験後の運用イメージ

実証実験後のドローン運用に係る提案の妥当性

カ 実証実験コスト

実証実験コストの経済性

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課原子力防災グルー

プ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３４１

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

平成３１年４月２日（火）から同月１６日（火）までの執務時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成３１年４月１６日（火）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 企画提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成３１年５月１３日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課原子力防災グルー

プ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３４１

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：A drone

flight demonstration test project for the２０１９ fiscal year of

Ehime Prefecture that utilizes a mobile phone communication

network for nuclear emergencies，１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１６ April２０１９

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，

１３May２０１９

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Nuclear Disaster Prevention Group，Nuclear Safety

Measures Division，Disaster Prevention Subdepartment，Public

Affairs and Environment Department，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２３４１
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争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長水野満夫から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成３１年３月２５日あったので公表する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０１９年度賃金引き上げその他に関する事項

２ 日時 平成３１年４月８日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人 正光会 今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会 宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

愛 媛 県 報平成３１年４月２日 第３０６５号
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雑 報

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成３１年３月２５日あったので公表する。

平成３１年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０１９年度賃金引き上げ・その他に関する事項

２ 日時 ２０１９年４月１３日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山記念病
院 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

平成３１年４月１日次のとおり指示した。

平成３１年４月２日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 本 多 義 雄

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事

が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ

イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は

検査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件の全てに該当する場合以外は、してはならない。た

だし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場合

はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな

い。

２ 指示の期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

平成３１年４月２日 発行
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